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【発行者の名称】 
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【公表されるホームページのアドレス】 テクロ株式会社 

https://techro.co.jp/ 

証券会員制法人福岡証券取引所 

https://www.fse.or.jp/ 
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【投資者に対する注意事項】 

１. Fukuoka PRO Marketは、特定投資家等を対象とした市場であり、その上場会社は、高い投資リスクを

含んでいる場合があります。投資者は、Fukuoka PRO Marketの上場会社に適用される上場適格性要件

及び適時開示基準並びに市場価格の変動に関するリスクに留意し、自らの責任で投資を行う必要があ

ります。また、投資者は、発行者情報により公表された情報を慎重に検討した上で投資判断を行う必

要があります。特に、第一部 第３ ４【事業等のリスク】において公表された情報を慎重に検討す

る必要があります。 

２. 発行者情報を公表した発行者のその公表の時における役員（金融商品取引法（以下「法」という）第

21条第１項第１号に規定する役員（取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる

者）をいう）は、発行者情報のうちに重要な事項について虚偽の情報があり、又は公表すべき重要な

事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けていたときは、法第27

条の34において準用する法第22条の規定に基づき、当該有価証券を取得した者に対し、情報が虚偽

であり又は欠けていることにより生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、当該有価証券を取

得した者がその取得の申込みの際に、情報が虚偽であり、又は欠けていることを知っていたときは、

この限りではありません。また、当該役員は、情報が虚偽であり又は欠けていることを知らず、か

つ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明したときは、上記賠償責

任を負いません。 

３. Fukuoka PRO Marketにおける取引所規則の枠組みは、基本的な部分において日本の一般的な取引所金

融商品市場に適用される取引所規則の枠組みと異なっています。すなわち、Fukuoka PRO Marketにお

いては、F-Adviserが重要な役割を担います。Fukuoka PRO Marketの上場会社は、特定上場有価証券

に関する有価証券上場規程の特例に従って、各上場会社のために行動するF-Adviserを選任する必要

があります。F-Adviserの役割には、上場適格性要件に関する助言及び指導、並びに上場申請手続の

マネジメントが含まれます。これらの点について、投資者は、福岡証券取引所のホームページ等に掲

げられるFukuoka PRO Marketに係る諸規則に留意する必要があります。 

４. 福岡証券取引所は、発行者情報の内容（発行者情報に虚偽の情報があるか否か、又は公表すべき事項

若しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実に関する情報が欠けているか否かという点を含

みますが、これらに限られません。）について、何らの表明又は保証等をしておらず、前記賠償責任

その他の一切の責任を負いません。 
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第一部【企業情報】 

第１【本国における法制等の概要】 

該当事項はありません。 

 

 

第２【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

回次  第７期 第８期 第９期 

決算年月  2023年６月 2024年６月 2025年６月 

売上高 (千円) 113,598 126,029 130,431 

経常利益又は経常損失（△） (千円) 6,878 △6,784 △12,913 

当期純利益又は当期純損失（△） (千円) 6,560 △6,776 △9,693 

純資産額 (千円) 8,841 2,065 △7,627 

総資産額 (千円) 38,692 62,861 52,187 

１株当たり純資産額 (円) 8.58 2.00 △7.40 

１株当たり配当額 

(うち１株当たり中間配当額) 
(円) 

― 

(―) 

― 

(―) 

― 

(―) 

１株当たり当期純利益又は 

１株当たり当期純損失（△） 
(円) 6.41 △6.57 △9.40 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 (円) ― ― ― 

自己資本比率 (％) 22.9 3.3 △14.6 

自己資本利益率 (％) 374.9 ― ― 

株価収益率 (倍) ― ― ― 

配当性向 (％) ― ― ― 

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) 9,521 921 △15,242 

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △11,440 △251 △136 

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 2,404 22,005 3,768 

現金及び現金同等物の期末残高 (千円) 14,146 36,821 25,210 

従業員数 

(外、平均臨時雇用者数) 
(人) 

3 

(100) 

7 

(133) 

5 

(120) 

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、また、第８期及び第

９期は１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

４．自己資本利益率については、第８期及び第９期は当期純損失であり、また、期中平均自己資本がマイ

ナスであるため記載しておりません。 

５．株価収益率については、第７期及び第８期は当社株式が非上場であるため、第９期は１株当たり当期
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純損失であるため記載しておりません。 

６．１株当たり配当額及び配当性向については、配当を行っていないため記載しておりません。 

７．従業員数（契約社員を含む。）は就業人員であり、臨時雇用者数（業務委託社員、アルバイト、人材会

社からの派遣社員を含む。）は、期中の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

８．第８期の財務諸表については、「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第110条第５項

の規定に基づき、第９期の財務諸表については、「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特

例」第127条第３項の規定に基づき、監査法人コスモスの監査を受けておりますが、第７期の財務諸表

については、当該監査を受けておりません。 
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２【沿革】 
当社は、代表取締役社長である天野央登によって 2016年10月に設立され、留学情報を掲載する Webメディ

アの運営を行っておりました。その後、コンテンツマーケティングの知見を活かし、2019年１月より当社の現

在の主要事業であるマーケティング DX事業を開始しました。 
設立から現在に至るまでの経緯は、次のとおりであります。 
年月 事項 

2016年10月 千葉県船橋市にて合同会社イニシャルを創業 

2018年７月 資本金51万円で株式会社に組織変更、商号をテクロ株式会社に変更 

 本社を東京都渋谷区道玄坂に移転 

2018年11月 留学経験者のためのWebサイト「Globy」の運営開始 

2019年１月 伴走型マーケティングDXのサービス開始 

2020年８月 本社を東京都渋谷区松濤に移転 

2023年３月 BtoB特化型eラーニングサービス「マーケブル」をリリース 

2023年６月 本社を東京都渋谷区神宮前に移転 

2024年12月 福岡証券取引所Fukuoka PRO Marketに株式を上場 
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３【事業の内容】 

当社は、「モノづくりから、コトづくりへ 繋げよう企業から世界」という経営理念のもと、BtoB企業に特

化した伴走型のマーケティング DX（注１）事業を展開しております。当社がマーケティング施策を代行する

実働型支援や、マーケティングの内製化支援を行っており、BtoB 企業の抱えるマーケティングに関する課題

解決に向けたサービスを提供しております。継続して課題抽出や、施策の検討・実行・改善を行うことで、

マーケティングの成果を最大限に発揮できると考えており、長期的な関係を構築することが可能な一定の契

約期間を設けた継続取引を中心に事業を展開しております。 

なお、当社はマーケティング DX事業の単一セグメントであるため、サービス別に記載をしております。 

 

（１）実働型支援 

実働型支援では、マーケティング DX の施策を戦略から実行まで一貫して行うことで、リード（注２）

獲得から育成までの支援を提供しております。一貫してサービスを提供することにより、顧客企業にお

ける、マーケティング専門部署がない、専門的な知識を持った人材が少ないといった課題を解決すると

ともに、リード獲得・育成のための有効な施策を実行することで商談化率や成約率、売上の向上に貢献

してまいります。なお、具体的なサービスの内容は以下のとおりであります。 

 

①オウンドメディア運用代行 

主にコンテンツマーケティング（注３）や SEO 対策（注４）をもとに顧客企業の特徴や強みを活か

したオウンドメディアの構築・運用を行うことで、Web 上でのリード獲得を継続的に行える仕組み作

りを支援しております。 

オウンドメディアの運用には戦略設計から記事や配布資料の制作、サイトの分析・改善まで多岐に

わたる業務が発生しますが、当社の専属コンサルタントが一貫して担当することにより、顧客企業は

大幅に時間を削減することが可能となります。また、Webサイトの拡充による PV数（注５）の増加だ

けでなく、問い合わせ数の増加までつながるような改善策の検討・実行までサポートすることにより、

リード獲得を支援しております。業界経験者による監修やファクトチェックの体制も整えており、業

界用語や専門用語が使われることの多いBtoB企業のマーケティングを包括的に支援することが可能と

なっております。 
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②メールマガジン・MA（マーケティングオートメーション）ツール（注６）運用代行 

主にメールマガジンや MAツールの実装・運用やコンテンツ制作により、既存リードへのアプローチ

を行い、商談へつなげるためのリード育成支援を行っております。ツールの選定・導入からメールマ

ガジンの作成まで当社で一貫して支援をすることにより、人手不足等によりこれまでアプローチでき

ていなかった過去のリード育成につながり、商談数を増加させることが可能となります。また、検討

度合いの高いリードを抽出・営業担当者へ情報を連携する仕組みを構築することで、売上向上や業務

効率化につながる支援を提供しております。 

 

（２）内製化支援 

内製化支援では、顧客企業のマーケティング内製化を目指し、マーケティング人材の育成支援やコン

サルティングサービスを提供しております。なお、具体的なサービスの内容は以下のとおりであります。 

 

①MARKABLE 

MARKABLE（マーケブル）は、「自立したマーケティングチーム」を生み出すことを目指した、BtoB

マーケティング特化型のeラーニングサービスであります。効率的かつ体系的に BtoBマーケティング

の知識を習得し、社内のマーケティング知識を底上げすることにより、顧客企業における将来的なマ

ーケティングの内製化を可能とする支援しております。当社が BtoBマーケティング支援により培った

ノウハウを活かして作成したレッスンを習熟度に応じたコースで用意しており、また、当社コンサル

タントとのディスカッション等の実践型レッスンにて理解度を深めることにより、学んだ知識をすぐ

に業務で活用しやすいコンテンツを提供しております。 

また、オプションプランとして、顧客企業ごとの具体的なマーケティング施策について相談可能な

マーケティングコンサルティングサービスも提供しております。 

 

以上の説明を事業系統図によって示すと次のようになります。 
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〈用語解説〉 

番号 用語 意味・内容 

（注１） DX 

デジタルトランスフォーメーションの略語で、企業がビッグデ

ータや AIなどのデジタル技術を活用して、業務プロセスやビジ

ネスモデル、企業文化等を改革し、競争上の優位性を高めるこ

とであります。 

（注２） リード 

マーケティング分野において、企業の商品・サービスに興味を

持っており、将来的に購入が予測される見込み顧客のことであ

ります。 

（注３） コンテンツマーケティング 

ユーザーにとって価値のあるコンテンツ（記事や動画等）を発

信し、見込み顧客を醸成することで購買へつなげるマーケティ

ング手法であります。 

（注４） SEO対策 
検索エンジン最適化の略語で、Web ページを検索エンジンの上

位に表示させユーザーの流入を増やす施策のことであります。 

（注５） PV数 
ページビュー数の略語で、ユーザーが Web ページを閲覧した回

数のことであります。 

（注６） 
マーケティングオートメーシ

ョンツール 

見込み顧客の獲得から育成、商談に至るまでのマーケティング

活動を自動化し、効率化するためのツールであります。 
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４【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

 

５【従業員の状況】 

（１）発行者の状況 

 2025年６月30日現在   

従業員数(人) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円) 

5（120） 40.0 2.4 4,576 

（注）１．従業員数（契約社員を含む。）は就業人員であり、臨時雇用者数（業務委託社員、アルバイト、人材会

社からの派遣社員を含む。）は、最近 1年間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．平均年間給与は、基準外賃金を含んでおります。 

３．当社はマーケティング DX 事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 

 

（２）労働組合の状況 

当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第３【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

（１）業績 

当事業年度におけるわが国経済は、物価上昇の影響を受けつつも雇用・所得環境の改善に加え、インバウ

ンド需要の回復などを背景に緩やかな回復基調となりました。一方、世界経済は中東情勢・ ウクライナ情

勢・米国の貿易政策などを背景とした原材料価格・エネルギー価格の高騰や急激な為替変動により、 世界経

済への影響が懸念されており、先行き不透明な状況が続いています。 

当社の事業に関連するWebマーケティング業界においては、新型コロナウイルス感染症の拡大以降続いてい

る、営業活動のデジタル化やITツールを活用した業務効率化といったユーザーのデジタルシフトを背景に、

従来Webマーケティングに対して積極的に投資を実施してきた大企業に加え、中小企業による導入も進み、市

場拡大が続いております。 

このような経済状況のもとで、当社は、実働型支援において新規顧客の獲得及びカスタマーサクセスの充

実による既存顧客の満足度向上に注力し、契約社数を伸ばしました。また、e-ラーニングシステム「マーケ

ブル」の成長により更なる事業の拡大を図りましが、上場準備に伴う一時的な費用の計上により増収減益と

なりました。 

この結果、当事業年度の業績は、売上高130,431千円（前事業年度比3.5％増）、営業損失14,126千円（前

事業年度は8,616千円の営業損失）、経常損失12,913千円（前事業年度は6,784千円の経常損失）、当期純損

失9,693千円（前事業年度は6,776千円の当期純損失）となりました。 

なお、当社はマーケティングDX事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しておりま

す。 

 

（２）キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比較して11,611

千円減少し、25,210千円となりました。 

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は15,242 千円（前事業年度は921千円の獲得）となりました。これは主に、

税引前当期純損失の計上12,913 千円、未払消費税等の減少 2,275 千円、未払費用の減少額 2,081 千円、減価

償却費の計上2,396千円等によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 136 千円（前事業年度は 251 千円の使用）となりました。これは、主に有

形固定資産の取得による支出 120千円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は3,768千円（前事業年度は22,005 千円の獲得）となりました。これは、短

期借入金の純増加額 13,000千円、長期借入金の返済による支出 9,232千円によるものであります。 

 

２【生産、受注及び販売の状況】 

（１）生産実績 

当社が提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、記載を省略しております。 

 

（２）受注状況 

当社が提供するサービスの性格上、受注状況の記載になじまないため、記載を省略しております。 

（３）販売実績 

当事業年度の販売実績を示すと、次のとおりです。 
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セグメントの名称 
当事業年度 

（自 2024年７月１日 
至 2025年６月30日） 

前年同期比（％） 

マーケティングDX事業（千円） 130,431 103.5 

合計（千円） 130,431 103.5 

（注）１．当社はマーケティング DX事業の単一セグメントであります。 

２．最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおり

であります。 

相手先 
前事業年度 当事業年度 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

株式会社ワイズマン 13,200 10.5 14,000 10.7 
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３【対処すべき課題】 

当社が対処すべき主な課題は、以下のとおりであります 

（１）サービス品質の維持・向上 

当社がサービスを提供するマーケティング DX事業は、競合企業との競争が激化しており、また、技術の

進展が速い領域となっております。そのような中で当社が成長していくためには、サービスの品質向上に

より競争優位性を確保することが重要であると考えております。品質管理体制の整備や従業員への教育・

研修体制の充実・強化、業界動向の情報収集等により、サービス品質の持続的な維持・向上に努めてまい

ります。 

 

（２）優秀な人材の確保と定着 

当社が、今後更なる成長を実現するためには、高付加価値のサービスを提供できる人材を継続的に確保

していくことが重要であると考えております。そのためにも、採用活動を継続するとともに、従業員への

教育・研修体制の充実・強化を図り、生産性の向上に努めてまいります。また、業務委託社員との綿密な

コミュニケーションにより一層の関係強化を図ってまいります。 

 

（３）安定した収益の確保 

当社は、持続的な成長を実現するためには、安定した収益基盤の確保が重要であると考えております。

当社では、一定の契約期間を定めた取引が中心となっており、契約の継続率を高めることにより安定した

収益を確保することが可能となります。そのため、提供するサービスの品質向上や顧客ニーズの適切な把

握により、新規顧客の獲得及び既存顧客との継続的な関係強化に努めてまいります。 

 

（４）コーポレート・ガバナンスの強化 

当社が事業環境の変化に適応しつつ、持続的な企業価値向上を実現するためには、コーポレート・ガバ

ナンスの強化が重要であると考えております。こうした認識のもと、迅速で合理的な意思決定及び業務執

行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。

また、企業経営のリスクに対応するための内部統制システムにつきましても、適切な運用を行うとともに

継続的な整備、改善を図ってまいります。 

 

（５）情報セキュリティ体制の強化 

当社は、顧客との取引を行うにあたり、顧客情報、個人情報及び営業機密等の機密情報を取り扱う機会

があり、情報セキュリティ体制を継続的に強化していくことが重要であると考えております。そのため当

社では、社内ネットワークや情報機器に適切なセキュリティ手段を採用することにより不正アクセスや情

報漏洩等の回避に努めるとともに、社内規程の整備や機密情報管理に関する社内教育の徹底に努め、情報

セキュリティ体制の充実・強化に継続的に取り組んでまいります。 
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４【事業等のリスク】 

以下において、当社の事業展開その他に関してリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。 

当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の適切な対応に努め

る方針ですが、当社株式に関する投資判断は、以下の事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行

われる必要があると考えております。 

また、文中の将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において当社が判断したものであり、実際の

結果とは異なる可能性があります。 

 

（１）事業環境に関するリスク 

①マーケティング DX市場の動向について 

当社が事業を展開するマーケティング DX 市場とりわけ BtoB マーケティング、リードジェネレーションの

市場規模は、インターネット広告市場の成長や政府によるデジタル人材育成・DX 支援を受けて市場規模が拡

大しております。しかしながら、インターネット広告市場やインターネット広告市場で展開するマーケティ

ング DX事業は、一般的に景気変動や企業のマーケティング戦略の変化等による影響を受けやすい傾向にある

ため、急激に景気が悪化した場合には、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②技術革新について 

 当社の事業領域であるマーケティング DXに関連する技術革新の進展や顧客ニーズの変化は速く、新たなサ

ービスの開発が活発に行われています。こうした状況に対応するため当社では、最新技術や業界動向等の情

報収集に日常的に努めておりますが、これらの変化に適切な対応ができない場合には、当社の競争力が低下

し、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③法的規制について 

 現時点において、マーケティング DX事業における直接的な法的規制又は業界の自主規制はありませんが、

顧客の事業内容等により「不当景品類及び不当表示防止法」や「医薬品、医療 機器等の品質、有効性及び安

全性の確保等に関する法律」等の規制を受ける可能性があります。当社は、運用代行する顧客の制作物が各

種法規制に抵触することを避けるため、社内における確認や業界経験者による監修、必要に応じた外部専門

家への相談体制を整えております。しかしながら、今後、法令等の改正や新たな法令等の制定が行われ既存

の法令等の解釈に変更が生じたり、法令等に準ずる位置づけで業界の自主規制が制定され、その遵守を要請

される場合には、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

④競合について 

 当社が事業を展開するマーケティング DX 市場とりわけ BtoB マーケティング、リードジェネレーションの

市場は、市場規模の拡大に伴い競争が激化しております。当社は、BtoB 企業向けに特化した高い専門性や知

見を有しており、また、顧客のニーズに合わせたきめ細かなサービスの提供により、サービスの品質や競争

優位性の維持・向上に努めております。しかしながら、今後、当社が競合他社との差別化、優位性の確保に

十分な対応ができない場合には、新規契約数の鈍化や既存契約先の解約数の増加等が発生し、当社の事業活

動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（２）事業内容に関するリスク 

①システムトラブルついて 

当社は、インターネット環境を介して、顧客にサービスを提供しております。安定的なサービス提供のた

め当社では、システム強化策やセキュリティ強化に取り組んでおりますが、ソフトウエアの不具合、自然災

害、停電、新たなコンピュータウィルスへの感染、システムの脆弱性への攻撃等の事態により、当社の設備

又はネットワークに障害が発生した場合には、一定期間サービスの停止を余儀なくされ、当社の事業活動及

び業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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②債権回収について 

当社の主な顧客層は中堅・中小企業であり、顧客との取引開始の前に与信調査を行い、取引期間中も定期

的に与信調査を行っております。しかしながら、経済情勢の変化等により、経営基盤の脆弱な顧客において

急速に経営状況が悪化する場合も考えられます。このような場合には、売上債権の回収が遅延するほか、回

収不能になる可能性があり、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③解約について 

当社は、継続取引を中心に事業を展開しており、安定した収益基盤の確立に努めております。解約数を一

定水準に抑えることにより安定した収益を見込んでおりますが、今後、競争力の低下や、トラブル等の何ら

かの要因により想定を超える解約が生じた場合には、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

 

④特定の取引先への依存について 

当社の売上について、販売比率(当事業年度における売上高全体に占める割合)が 10％以上となっている取

引先があり、売上高に占める特定の取引先への依存度が高くなっております。当社では、特定の取引先への

依存による業績に対する影響を緩和するため、積極的な営業活動による新規顧客の獲得等を通じて、営業基

盤の拡大に努めております。しかしながら、当該特定の取引先における経営方針や業績の変化等によって、

契約が想定外に短期間で終了した場合や、取引先の意向により取引規模縮小等の契約変更を余儀なくされた

場合には、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（３）事業体制に関するリスク 

①特定人物への依存について 

 当社の代表取締役社長である天野央登は、当社の創業者であるとともに大株主であり、経営方針や事業戦

略の決定及び遂行において重要な役割を果たしております。当社では、同氏に過度に依存しない体制をつく

るため、幹部職員の拡充、育成及び権限委譲による分業体制の構築等により経営体制の強化を図っておりま

す。しかしながら、何らかの理由により同氏の職務遂行が困難となった場合には、当社の事業活動及び業績

に影響を及ぼす可能性があります。 

 

②人材の確保及び育成について 

当社は、事業の持続的な成長を実現するためには、高付加価値のサービスを提供できる人材を確保するこ

とが必要であると考えており、採用活動を継続するとともに、従業員への教育・研修体制の充実・強化を図

り、全社的な生産性の向上や人材の定着に努めております。しかしながら、必要な人材の確保及び育成が計

画どおり進まない場合には、競争力の低下や事業拡大の制約要因が生じる可能性があり、当社の事業活動及

び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③業務委託について 

 当社は、専門性の高い人材を確保する目的で、多数の業務委託社員にコンテンツの制作やサービス提供の

委託を行っております。綿密なコミュニケーションを通じて状況を把握し、関係の強化を図っておりますが、

今後、何らかの理由により業務委託契約の継続が困難となり必要なリソースの確保ができない場合には、当

社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 
④内部管理体制について 

 当社は、小規模な組織となっており、現在の人員構成における最適と考えられる内部管理体制や業務執行

体制を構築しております。今後の事業運営及び事業拡大に対応するため、内部管理体制について一層の充

実・強化を図る必要があると認識しておりますが、必要な人材の確保や、事業規模に適した効率的かつ効果

的な内部管理体制の構築に遅れが生じた場合、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑤情報管理体制について 

 当社では、事業遂行上、顧客の機密情報や個人情報を入手し取扱う機会があり、これらの情報資産を保護

するため、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証の取得及び文書管理規程等の社内規程・マ

ニュアルを定め、情報管理を徹底しております。しかしながら、不測の事態により情報漏洩等の事故が発生

した場合には、当社の信用失墜や損害賠償等による予期せぬ費用が発生し、当社の事業活動及び業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

 

⑥訴訟について 

 当社は、現段階において業績に重大な影響を及ぼす訴訟・紛争には関与しておりません。しかしながら、

当社が事業活動を行うなかで、顧客等から当社が提供するサービスの不備、個人情報の漏洩等により訴訟を

受けた場合には、当社の社会的信用が毀損され、事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑦配当政策について 

当社は、財務体質の強化と持続的な成長のための投資に備えた内部留保の充実の両立を図るため、創業以

来、配当を実施しておりませんが、株主還元を適切に行っていくことが重要であると認識しております。今

後、財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し内部留保とのバランスを図りながらその実施を検討す

る所存でありますが、当面は無配当の方針を継続する予定であり、現時点においては配当実施の可能性及び

その時期等は未定であります。 

 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、前事業年度において営業損失を計上しており、当事業年度においても、営業損失 14,126 千円、当期

純損失 9,693 千円を計上した結果、当事業年度末において純資産合計が、△7,627 千円と債務超過になりました。 

この状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況が発生しておりますが、当事

業年度末の資金残高の状況及び今後の資金繰りを検討した結果、当面の事業活動の継続性に懸念はございません。

加えて、当該重要事象等を解消するため、展示会の出展、更なるデジタルマーケティングの強化を行い、トップ

ラインを引き上げると同時に、AI 活用による原価率の圧縮など、営業利益を改善するための対策を講じている

ことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

 

（５）F-Adviserとの契約について 

当社は、証券会員制法人福岡証券取引所が運営を行なっております証券市場Fukuoka PRO Marketの上場企業

です。当社では、フィリップ証券株式会社を担当 F-Adviser に指定することについての取締役会決議に基づき、

2024年10月1日にフィリップ証券株式会社との間で、担当F-Adviser契約（以下「当該契約」といいます）を

締結しております。当該契約は、Fukuoka PRO Marketにおける当社株式の新規上場及び上場維持の前提となる

契約であり、当該契約を解除し、かつ、他の担当 F-Adviser を確保できない場合、当社株式は Fukuoka PRO 

Market から上場廃止となります。当該契約における契約解除に関する条項及び契約解除に係る事前催告に関す

る事項は以下のとおりです。 

なお、本発行者情報の開示日現在において、当該契約の解除条項に該当する事象は生じておりません。 

 

＜F-Adviser契約解除に関する条項＞ 

当社（以下「甲」という）が次のいずれかに該当する場合には、フィリップ証券株式会社（以下「乙」とい

う）はF-Adviser契約（以下「本契約」という）を即日無催告解除することができる。 

①債務超過 

甲がその事業年度の末日に債務超過の状態である場合において、１年以内に債務超過の状態から脱却しえ

なかったとき、すなわち債務超過の状態となった事業年度の末日の翌日から起算して１年を経過する日（当

該１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日の後最初に到来する

事業年度の末日）までの期間（以下この項において「猶予期間」という）において債務超過の状態から脱却

しえなかった場合。但し、甲が法律の規定に基づく再生手続若しくは更生手続又は私的整理に関するガイド
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ライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行うことにより、当該１年を経過し

た日から起算して１年以内に債務超過の状態から脱却することを計画している場合（乙が適当と認める場合

に限る）には、２年以内（審査対象事業年度の末日の翌日から起算して２年を経過する日（猶予期間の最終

日の翌日から起算して１年を経過する日が甲の事業年度の末日に当たらないときは、当該１年を経過する日

後最初に到来する事業年度の末日）までの期間内）に債務超過の状態から脱却しえなかったとき。 

なお、乙が適当と認める場合に適合するかどうかの審査は、猶予期間の最終日の属する連結会計年度（甲

が連結財務諸表を作成すべき会社でない場合には事業年度）に係る決算の内容を開示するまでの間において、

再建計画（本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画を含む）を公表している甲

を対象とし、甲が提出する当該再建計画並びに次のａ及び、ｂに定める書類に基づき行う。 

ａ 次の(ａ)又は(ｂ)の場合の区分に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に規定する書面 

(ａ) 法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を行う場合 

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得ているものであることを証する

書面 

(ｂ) 私的整理に関するガイドライン研究会による「私的整理に関するガイドライン」に基づく整理を行

う場合 

当該再建計画が、当該ガイドラインにしたがって成立したものであることについて債権者が記載

した書面 

ｂ 本号但し書に定める１年以内に債務超過の状態でなくなるための計画の前提となった重要な事項等が、

公認会計士等により検討されたものであることについて当該公認会計士等が記載した書面 

②銀行取引の停止 

甲が発行した手形等が不渡りとなり銀行取引が停止された場合又は停止されることが確実となった旨の報

告を書面で受けた場合 

③破産手続、再生手続又は更生手続 

甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続若しくは更生手続を必要とするに至った場合（甲が、

法律に規定する破産手続、再生手続又は更生手続の原因があることにより、破産手続、再生手続又は更生手

続を必要と判断した場合）又はこれに準ずる状態になった場合。なお、これに準ずる状態になった場合とは、

次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が法律の規定に基づく会社の破産手続、再生手続又は更生手続を必

要とするに至った場合に準ずる状態になったと乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる

場合には当該ａからｃまでに定める日に本号前段に該当するものとして取り扱う。 

ａ 甲が債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあるときなどで再建を目的としない法律に基づかな

い整理を行う場合 

甲から当該整理を行うことについての書面による報告を受けた日 

ｂ 甲が、債務超過又は支払不能に陥り又は陥るおそれがあることなどにより事業活動の継続について困難

である旨又は断念する旨を取締役会等において決議又は決定した場合であって、事業の全部若しくは大部

分の譲渡又は解散について株主総会又は普通出資者総会に付議することの取締役会の決議を行った場合、

甲から当該事業の譲渡又は解散に関する取締役会の決議についての書面による報告を受けた日（事業の大

部分の譲渡の場合には、当該事業の譲渡が事業の大部分の譲渡であると乙が認めた日） 

ｃ 甲が、財政状態の改善のために、債権者による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に

関する合意を当該債権者又は第三者と行った場合（当該債務の免除の額又は債務の引受若しくは弁済の額

が直前事業年度の末日における債務の総額の100分の10に相当する額以上である場合に限る） 

甲から当該合意を行ったことについての書面による報告を受けた日 

④前号に該当することとなった場合においても、以下に定める再建計画の開示を行った場合には、原則とし

て本契約の解除は行わないものとする。 

再建計画とは次のａないしｃの全てに該当するものをいう。 

ａ 次の(ａ)又は(ｂ)に定める場合に従い、当該(ａ)又は(ｂ)に定める事項に該当すること。 

(ａ) 甲が法律の規定に基づく再生手続又は更生手続を必要とするに至った場合 

当該再建計画が、再生計画又は更生計画として裁判所の認可を得られる見込みがあるものである
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こと。 

(ｂ) 甲が前号ｃに規定する合意を行った場合 

当該再建計画が、前号ｃに規定する債権者又は第三者の合意を得ているものであること。 

ｂ 当該再建計画に次の(ａ)及び(ｂ)に掲げる事項が記載されていること。 

(ａ) 当該上場有価証券の全部を消却するものでないこと。 

(ｂ) 前ａの(ａ)に規定する見込みがある旨及びその理由又は同(ｂ)に規定する合意がなされていること

及びそれを証する内容 

ｃ 当該再建計画に上場廃止の原因となる事項が記載されているなど公益又は投資者保護の観点から適当で

ないと認められるものでないこと。 

⑤事業活動の停止 

甲が事業活動を停止した場合（甲及びその連結子会社の事業活動が停止されたと乙が認めた場合をいう）

又はこれに準ずる状態になった場合。 

なお、これに準ずる状態になった場合とは、次のａからｃまでに掲げる場合その他甲が事業活動を停止し

た場合に準ずる状態になった場合と乙が認めた場合をいうものとし、当該ａからｃまでに掲げる場合には当

該ａからｃまでに掲げる日に同号に該当するものとして取り扱う。 

ａ 甲が、合併により解散する場合のうち、合併に際して甲の株主に対してその株券等に代わる財産の全部

又は一部として次の(ａ)又は(ｂ)に該当する株券等を交付する場合は、原則として、合併がその効力を生

ずる日の3日前（休業日を除外する）の日 

(ａ) Fukuoka PRO Marketの上場株券等 

(ｂ) 上場株券等が、その発行者である甲の合併による解散により上場廃止となる場合 当該合併に係る

新設会社若しくは存続会社又は存続会社の親会社（当該会社が発行者である株券等を当該合併に際

して交付する場合に限る）が上場申請を行い、速やかに上場される見込みのある株券等 

ｂ 甲が、前ａに規定する合併以外の合併により解散する場合は、甲から当該合併に関する株主総会（普通

出資者総会を含む）の決議についての書面による報告を受けた日（当該合併について株主総会の決議によ

る承認を要しない場合には、取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、執行役の決定を含む）につい

ての書面による報告を受けた日） 

ｃ 甲が、前ａ及び前ｂに規定する事由以外の事由により解散する場合（③ｂの規定の適用を受ける場合を

除く）は、甲から当該解散の原因となる事由が発生した旨の書面による報告を受けた日。 

⑥不適当な合併等 

甲が非上場会社の吸収合併又はこれに類する行為（ⅰ 非上場会社を完全子会社とする株式交換、ⅱ 非上

場会社を子会社化する株式交付、ⅲ 会社分割による非上場会社からの事業の承継、ⅳ 非上場会社からの事

業の譲受け、ⅴ 会社分割による他の者への事業の承継、ⅵ 他の者への事業の譲渡、ⅶ 非上場会社との業務

上の提携、ⅷ 第三者割当による株式若しくは優先出資の割当て、ⅸ その他非上場会社の吸収合併又はこれ

らⅰからⅷまでと同等の効果をもたらすと認められる行為）を行った場合で、甲が実質的な存続会社でない

と乙が認めた場合。 

⑦支配株主との取引の健全性の毀損 

第三者割当により支配株主が異動した場合（当該割当により支配株主が異動した場合及び当該割当により

交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがある場合）において、支配株主と

の取引に関する健全性が著しく毀損されていると乙が認めるとき。 

⑧発行者情報等の提出遅延 

甲が提出の義務を有する特定証券情報、発行者情報又は有価証券報告書等につき、特例及び法令に定める

期間内に提出しなかった場合で、乙がその遅延理由が適切でないと判断した場合。 

⑨虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 甲が開示書類等に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合 

ｂ 甲の財務諸表等に添付される監査報告書等において、公認会計士等によって監査意見については「不適

正意見」又は「意見の表明をしない」旨（天災地変等、甲の責めに帰すべからざる事由によるものである
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場合を除く）が記載され、かつ、その影響が重大であると乙が認める場合。 

⑩法令違反及び上場規程違反等 

甲が重大な法令違反又は上場規程に関する重大な違反を行った場合。 

⑪株式事務代行機関への委託 

甲が株式事務を証券会員制法人福岡証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しないこととなった場

合又は委託しないこととなることが確実となった場合。 

⑫株式の譲渡制限 

甲が当該銘柄に係る株式の譲渡につき制限を行うこととした場合。 

⑬完全子会社化 

甲が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる場合。 

⑭指定振替機関における取扱い 

甲が指定振替機関の振替業における取扱いの対象とならないこととなった場合。 

⑮株主の権利の不当な制限 

株主の権利内容及びその行使が不当に制限されているとして、甲が次の a から g までのいずれかに掲げる

行為を行なっていると乙が認めた場合でかつ株主及び投資者の利益を侵害するおそれが大きいと乙が認める

場合、その他株主の権利内容及びその行使が不当に制限されていると乙が認めた場合。 

a 買収者以外の株主であることを行使又は割当ての条件とする新株予約権を株主割当て等の形で発行する買

収防衛策（以下「ライツプラン」という）のうち、行使価額が株式の時価より著しく低い新株予約権を導

入時点の株主等に対し割り当てておくものの導入（実質的に買収防衛策の発動の時点の株主に割り当てる

ために、導入時点において暫定的に特定の者に割り当てておく場合を除く） 

b ライツプランのうち、株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止又は不発

動とすることができないものの導入。 

c 拒否権付種類株式のうち、取締役の過半数の選解任その他の重要な事項について種類株主総会の決議を要

する旨の定めがなされたものの発行に係る決議又は決定（持株会社である甲の主要な事業を行なっている

子会社が拒否権付種類株式又は取締役選任権付種類株式を甲以外の者を割当先として発行する場合におい

て、当該種類株式の発行が甲に対する買収の実現を困難にする方策であると乙が認めるときは、甲が重要

な事項について種類株主総会の決議を要する旨の定めがなされた拒否権付種類株式を発行するものとして

取り扱う）。 

d 上場株券等について、株主総会において議決権を行使することができる事項のうち取締役の過半数の選解

任その他の重要な事項について制限のある種類の株式への変更に係る決議又は決定。 

e 上場株券等より議決権の多い株式（取締役の選解任その他の重要な事項について株主総会において一個の

議決権を行使することができる数の株式に係る剰余金の配当請求権その他の経済的利益を受ける権利の価

額等が上場株券等より低い株式をいう）の発行に係る決議又は決定。 

f 議決権の比率が 300％を超える第三者割当に係る決議又は決定。ただし、株主及び投資者の利益を侵害す

るおそれが少ないと乙が認める場合は、この限りでない。 

g 株主総会における議決権を失う株主が生じることとなる株式併合その他同等の効果をもたらす行為に係る

決議又は決定。 

⑯全部取得 

甲が当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合。 

⑰株式売渡請求による取得 

特別支配株主が甲の当該銘柄に係る株式の全部を取得する場合 

⑱株式併合 

甲が特定の者以外の株主の所有するすべての株式を 1株に満たない端数となる割合で株式併合を行う場合 

⑲反社会的勢力の関与 

甲が反社会的勢力の関与を受けている事実が判明した場合において、その実態がFukuoka PRO Marketに対

する株主及び投資者の信頼を著しく毀損したと乙が認めるとき。 

⑳その他 
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前各号のほか、公益又は投資者保護のため、乙もしくは証券会員制法人福岡証券取引所が当該銘柄の上場

廃止を適当と認めた場合。 

   

＜F-Adviser契約解除に係る事前催告に関する事項＞ 

１. いずれかの当事者が、本契約に基づく義務の履行を怠り、又は、その他本契約違反を犯した場合、相手

方は、相当の期間（特段の事情のない限り１ヶ月とする）を定めてその違反の是正又は義務の履行を書面

で催告し、その催告期間内にその違反の是正又は義務の履行がなされなかったときは本契約を解除するこ

とができる。 

２．前項の定めにかかわらず、甲及び乙は、合意により本契約期間中いつでも本契約を解除することができ

る。また、いずれかの当事者から相手方に対し、１ヶ月前に書面で通知することにより本契約を解除する

ことができる。 

３．契約解除する場合、特段の事情のない限り乙は、あらかじめ本契約を解除する旨を証券会員制法人福岡

証券取引所に通知しなければならない。 

 

５【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

 

６【研究開発活動】 

該当事項はありません。 

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 

文中における将来に関する事項は、本発行者情報公表日現在において判断したものであります。 

 

（１）重要な会計方針及び見積り 

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま

す。この財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報

告金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の

実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積

りと異なる場合があります。 

 

（２）財政状態の分析 

（資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は 42,354 千円となり、前事業年度末に比べ 11,968 千円減少いたし

ました。これは、主に現金及び預金が11,611 千円、前渡金が1,650 千円減少したことによるものであります。

固定資産は 9,832 千円となり、前事業年度末に比べ 1,293 千円増加いたしました。これは、主に繰延税金資

産が3,293千円増加し、ソフトウエアが2,250千円減少したことによるものであります。 

この結果、総資産は52,187千円となり、前事業年度末に比べ 10,674千円減少いたしました。 

（負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は34,435千円となり、前事業年度末に比べ 6,901千円増加いたしま

した。これは、主に短期借入金が13,000 千円増加し、未払消費税等が2,275 千円減少したことによるもので

あります。固定負債は25,380 千円となり、前事業年度末に比べ 7,883 千円減少いたしました。これは、長期

借入金が7,883千円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は59,815千円となり、前事業年度末に比べ 981千円減少いたしました。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は△7,627千円となり、前事業年度末に比べ9,693千円減少いたしまし

た。これは、当期純損失 9,693千円の計上によるものであります。 

この結果、自己資本比率は△14.6％（前事業年度末は3.3％）となりました。 
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（３）経営成績の分析 

「１ 【業績等の概要】 （１）業績」に記載しております。 

 

（４）キャッシュ・フローの分析 

「１ 【業績等の概要】 （２）キャッシュ・フローの状況」に記載しております。 
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第４【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当事業年度において実施した設備投資は事業用設備の取得 120 千円であります。なお、当事業年度におい

て重要な設備の除却、売却等はありません。 

なお、当社はマーケティング DX事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。 

 

２【主要な設備の状況】 

2025年６月30日現在 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 

帳簿価額 
従業員数 
（人） 

工具、器具 
及び備品 
（千円） 

ソフトウエア 
（千円） 

合計 
（千円） 

本社 
（東京都渋谷区） 

事務所設備、サー
ビス提供システム
等 

146 5,812 5,959 
5 

(120） 

（注）１．従業員数（契約社員を含む。）は就業人員であり、臨時雇用者数（業務委託社員、アルバイト、人材

会社からの派遣社員を含む。）は、期中の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

２．本社事務所を賃借しており、年間賃借料は1,264千円であります。 

３．当社はマーケティング DX事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。 

 

３【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備の新設等 

   該当事項はありません。 

 

（２）重要な設備の除却等 

   該当事項はありません。 
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第５【発行者の状況】 

１【株式等の状況】 

（１）【株式の総数等】 

記名・無記名

の別、額面・

無額面の別及

び種類 

発行可能 

株式総数

（株） 

未発行株式数 

（株） 

事業年度末 

現在発行数

（株） 

（2025年 

６月30日） 

公表日現 

在発行数 

（株） 

（2025年 

9月29日） 

上場金融商品

取引所名又は

登録認可金融

商品取引業協

会名 

内容 

普通株式 4,000,000 2,969,110 1,030,890 1,030,890 

福岡証券取引

所 

(Fukuoka PRO 

Market) 

単元株式数 

100株 

計 4,000,000 2,969,110 1,030,890 1,030,890  ― 

（注）１．2024年９月25日開催の取締役会決議により、発行可能株式総数は196,000,000株減少し、4,000,000株となってお

ります。 

 

（２）【新株予約権等の状況】 

   該当事項はありません。 

 

（３）【ＭＳＣＢ等の行使状況等】 

    該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】 

    該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 

発行済株式 

総数増減数 

(株) 

発行済株式 

総数残高 

(株) 

資本金 

増減額 

(千円) 

資本金残高 

(千円) 

資本準備金 

増減額 

(千円) 

資本準備金 

残高 

(千円) 

2023年３月25日 

(注)１ 
1,019,949 1,020,000 ― 510 ― ― 

2023年３月28日 

(注)２ 
10,890 1,030,890 3,811 4,321 3,811 3,811 

（注）１．株式分割（１：20,000）によるものであります。  

２．有償第三者割当による新株の発行（デット・エクイティ・スワップ）であります。 

発行価格   700円 

資本組入額  350円 

割当先    金山 靖昌 
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（６）【所有者別状況】 

 2025年６月30日現在   

区分 

株式の状況(１単元の株式数100株) 単元未満 

株式の状

況 

(株) 

政府及び 

地方公共 

団体 

金融機関 
金融商品 

取引業者 

その他の 

法人 

外国法人等 個人 

その他 
計 

個人以外 個人 

株主数(人) ― ― ― ２ ― ― １ ３ ― 

所有株式数(単元) ― ― ― 10,200 ― ― 108 10,308 90 

所有株式数の割合 

(％) 
― ― ― 99.0 ― ― 1.0 100 ― 

（注）2024年９月25日付で定款変更を行い、100株を１単元とする単元株制度を導入しております。 

 

（７）【大株主の状況】 

2025年６月 30日現在 

氏名又は名称 住所 
所有株式数 

（株） 

株式総数に

対する所有

株式数の割

合(％) 

ガレリア株式会社 東京都渋谷区神宮前６丁目２

３番４号 桑野ビル２階 

1,019,900 98.93 

金山 靖昌 奈良県橿原市 10,890 1.06 

株式会社ｎｅｋｋｏ 福岡県筑紫野市石崎２丁目３

番１０―２０１号 

100 0.01 

計 ― 1,030,890 100.00 

（注）株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第３位を四捨五入しております。 
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（８）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 2025年６月30日現在   

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式 1,030,800 10,308 

権利内容に何ら限定のな

い、当社における標準と

なる株式であり、単元株

式数は100株でありま

す。 

単元未満株式 普通株式     90 ― ― 

発行済株式総数 1,030,890 ― ― 

総株主の議決権 ― 10,308 ― 

（注）１．2024年９月25日付で定款変更を行い、100株を１単元とする単元株制度を導入しております。 

 

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

 

（９）【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

 

２【自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類等】該当事項はありません。 

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

該当事項はありません。 

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

該当事項はありません。 

 

３【配当政策】 

当社は、株主還元を適切に行っていくことが重要であると認識しており、剰余金の配当については、内部
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留保とのバランスを考慮しながら適切な配当を実施していくことを基本方針としております。 

このことから、創業以来配当は行っておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であ

ります。内部留保につきましては、財務体質の強化や持続的な成長のための投資等に充当してまいります。

今後の配当につきましては、財政状態、経営成績及び今後の事業計画を勘案し内部留保とのバランスを図り

ながらその実施を検討する所存であります。 

なお、当社は、年１回の期末配当を行うことを基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であ

ります。 

 

４【株価の推移】 

（１）【最近３年間の事業年度別最高・最低株価】 

月別 第７期 第８期 第９期 

決算年月 2023年６月 2024年６月 2025年６月 

最高（円） ― ― 350 

最低（円） ― ― 350 

（注）１．最高・最低株価は福岡証券取引所（Fukuoka PRO Market）におけるものであります。 

   ２．当社株式は、2024年12月16日に福岡証券取引所（Fukuoka PRO Market）へ上場したため、それ以前

の株価について該当事項はありません。 

 

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別 2025年1月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高（円） ― ― ― ― ― ― 

最低（円） ― ― ― ― ― ― 

（注）１．最高・最低株価は福岡証券取引所（Fukuoka PRO Market）におけるものであります。 

   ２．2025年１月から 2025年６月については売買実績がありません。 
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５【役員の状況】 

 2025年９月29日（発行者情報提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。 

男性４名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％） 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 報酬 

所有 

株式数 

(株) 

代表 

取締役 
社長 天野 央登 

1995年 

５月６日生 

2016年10月 
合同会社イニシャル（現当社）

設立 代表社員 (注)１ (注)３ 
1,020,000 
（注）４ 

2018年７月 当社代表取締役社長（現任） 

取締役  

マーケテ

ィング部

長 

黒上 洋甫 
1987年 

７月24日生 

2017年５月 Applift GmbH入社 

(注)１ (注)３ ― 

2019年２月 Stroeer Precision X GmbH入社 

2021年７月 株式会社sora プロジェクト入社 

2023年９月 当社マーケティング部長 

2025年７月 
当社取締役 マーケティング部

長（現任） 

取締役 ― 四辻 弘樹 
1986年 

８月21日生 

2011年４月 SMBC日興証券株式会社入社 

(注)１ (注)３ ― 

2016年10月 みずほ証券株式会社入社 

2018年10月 株式会社イッティ入社 CSO 

2019年１月 
テモナ株式会社入社 社長室室

長CSO 

2021年１月 
株式会社ゼロ・パートナーズ 

代表取締役 

2022年１月 
ZERO株式会社設立 代表取締役

（現任） 

2022年４月 当社取締役（現任） 

監査役 ― 落合 康裕 
1973年 

４月２日生 

1997年４月 大和証券株式会社入社 

(注)２ (注)３ ― 

2008年10月 

大和証券エスエムビーシー株式

会社（現大和証券株式会社）入

社 

2014年４月 日本経済大学 准教授 

2018年４月 静岡県立大学 教授（現任） 

2022年４月 当社監査役（現任） 

計  1,020,000 

（注）１．取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。 

２．監査役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2028年６月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。 

３．2025年６月期における役員報酬の総額は14,370千円を支給しております。 

４．天野 央登が所有する資産管理会社と合算した株式数であります。 

５．取締役四辻 弘樹は、社外取締役であります。 

６．監査役落合 康裕は、社外監査役であります。 

７．取締役森川 裕次は2025年３月31日に辞任しております。 

８．取締役福西 翔子は2025年６月30日に辞任しております。 
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】 

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】 

 

 
 

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、全てのステークホルダーと信頼関係を構築し、企業価値の持続的な向上を実現するために、コー

ポレート・ガバナンスの強化が経営上の重要課題の一つとして認識しております。経営と業務執行における

透明性の確保及び法令遵守の徹底を進めるとともに、迅速で合理的な意思決定及び業務執行の効率化を推進

していくこととしております。このような取り組みを進めていくなかで、コーポレート・ガバナンスの一層

の充実に努めてまいります。 

 

②会社の機関の内容 

イ．取締役会 

当社の取締役会は、３名の取締役（うち社外取締役１名）で構成されております。 

取締役会は、法令、定款及び株主総会決議に基づき、決裁権限規程、取締役会規程その他の当社諸規程

等の会社運営の基礎となる諸基準を整備し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております。

なお、定例取締役会が毎月１回、その他必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営に関する重要事項を

決定しております。 

取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するものとしており、これをもとに、取締役会は取締

役の職務執行を監督しております。 

 

ロ．監査役 

当社の監査役は、社外監査役１名となっております。 

監査役は、監査役規程に基づき、取締役の業務執行状況を適正に監査しております。また、監査役は取

締役会に出席し、取締役の職務の執行状況を監視するとともに、適宜必要な意見を述べております。 

 

ハ．会計監査 

当社は、監査法人コスモスと監査契約を締結し、独立した立場から「特定上場有価証券に関する有価証

券上場規程の特例」第127条第３項の規定に基づき監査を受けております。なお2025年６月期において監
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査を執行した公認会計士は新開智之氏、寺島洋希氏の２名であり、いずれも継続監査年数は７年以内であ

ります。また当該監査業務にかかる補助者は公認会計士４名であります。 

なお当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別の利害関係はありません。 

 

ニ．リスク・コンプライアンス委員会 

  当社のリスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、各本部から選任された委員、

社外監査役及び内部監査担当者から構成され、主にコンプライアンス及びリスク管理に係る方針、施策の

策定や運営状況等に関する事項について議論・報告しております。本委員会は年に１回開催することとし

ており、必要に応じて臨時で開催されます。 

 

③内部統制システムの整備の状況 

当社は、職務権限規程の遵守により、業務を合理的に分担することで、特定の組織並びに特定の担当者に

業務や権限が集中することを回避し、内部牽制機能が適切に働くよう努めております。 

 

④内部監査及び監査役の状況 

当社の内部監査は、代表取締役社長直轄の内部監査担当者が、内部監査を実施しております。各部の監査

結果並びに改善点につきましては、内部監査担当者より、代表取締役社長に対し報告書並びに改善要望書を

提出する体制をとっております。また、内部監査担当者は、監査役、会計監査人と定期的に三様監査会を行

い、監査に必要な情報について共有を図っております。 

また監査役は、内部監査担当者より内部監査実施状況について随時報告を受けるとともに、代表取締役社

長及び会計監査人と定期的に意見交換を行い、取締役会出席以外の場においても課題・改善事項について情

報共有を図り、監査役監査の実効性を高めることとしております。 

 

⑤リスク管理体制の整備の状況 

当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部が情報の一元化を行っております。また、

当社は企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とす

るためのアドバイスを受ける体制をとっております。 

 

⑥社外取締役及び社外監査役の状況 

当社の社外取締役は１名及び社外監査役は１名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する

監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また社外監査役は、経営に対す

る監視、監督機能を担っております。 

社外取締役四辻弘樹氏及び社外監査役落合康裕氏は、当社との間には人的関係、資本的関係、または、取

引関係その他の利害関係はありません。 

なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはあり

ませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した

上で、選任を行っております。 

 

⑦役員報酬の内容 

役員区分 
報酬等の総額 

（千円） 

報酬等の種類別の総額 

（千円） 
対象となる 

役員の員数 

（人） 基本報酬 賞与 
ストック 

オプション 

取締役（社外取締役を除く） 13,650 13,650 ― ― ３ 

監査役（社外監査役を除く） ― ― ― ― ― 

社外役員 720 720 ― ― ２ 
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⑧取締役及び監査役の定数 

当社の取締役は５名以内、監査役は３名以内とする旨を定款で定めております。 

 

⑨取締役の選任決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めて

おります。 

 

⑩社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要 

当社は、会社法第 427 条第１項の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締

結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低限度額としております。な

お、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または社外監査役が責任の原因となった職務の遂

行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 

 

⑪株式の保有状況 

該当事項はありません。 

 

（２）【監査報酬の内容等】 

①【監査法人に対する報酬の内容】 

区分 
最近事業年度 

監査証明業務に基づく報酬（千円） 非監査業務に基づく報酬（千円） 

発行者 6,800 ― 

 

②【その他重要な報酬の内容】 

  該当事項はありません。 

 

③【監査法人の発行者に対する非監査業務の内容】 

該当事項はありません。 

 

④【監査報酬の決定方針】 

当社の事業規模等を勘案して監査報酬額を決定しております。 
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第６【経理の状況】 

１ 財務諸表の作成方法について 

（１）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和 38年大蔵省令第59 号)

に基づいて作成しております。 

 

（２）当社の財務諸表は、証券会員制法人福岡証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の

特例」第110条第６項で認められた会計基準のうち、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会

計の基準に準拠しております。 

 

２ 監査証明について 

当社は、証券会員制法人福岡証券取引所の「特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例」第 127

条第３項の規定に基づき、当事業年度（2024 年７月１日から 2025 年６月 30 日まで）の財務諸表について、

監査法人コスモスにより監査を受けております。 

 

３ 連結財務諸表について 

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 
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１【財務諸表等】 

（１）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2024年６月30日） 

当事業年度 

（2025年６月30日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 36,821 25,210 

売掛金 13,136 12,958 

前払費用 2,051 3,022 

前渡金 1,650 － 

未収入金 663 1,046 

その他 － 116 

流動資産合計 54,323 42,354 

固定資産   

有形固定資産   

工具、器具及び備品（純額） ※ 173 ※ 146 

有形固定資産合計 173 146 

無形固定資産   

ソフトウエア 8,062 5,812 

無形固定資産合計 8,062 5,812 

投資その他の資産   

長期前払費用 － 260 

繰延税金資産 92 3,385 

差入保証金 210 227 

投資その他の資産合計 302 3,873 

固定資産合計 8,538 9,832 

資産合計 62,861 52,187 
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  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2024年６月30日） 

当事業年度 

（2025年６月30日） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,884 4,156 

短期借入金 － 13,000 

1年内返済予定の長期借入金 6,929 5,580 

未払金 4,842 3,532 

未払費用 6,817 4,736 

未払法人税等 70 70 

未払消費税等 4,295 2,020 

前受金 － 660 

預り金 693 679 

流動負債合計 27,533 34,435 

固定負債   

長期借入金 33,263 25,380 

固定負債合計 33,263 25,380 

負債合計 60,796 59,815 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,321 4,321 

資本剰余金   

資本準備金 3,811 3,811 

資本剰余金合計 3,811 3,811 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △6,067 △15,760 

利益剰余金合計 △6,067 △15,760 

株主資本合計 2,065 △7,627 

純資産合計 2,065 △7,627 

負債純資産合計 62,861 52,187 
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②【損益計算書】 

 (単位：千円) 

   
前事業年度 

(自 2023年７月１日 

 至 2024年６月30日) 

当事業年度 

(自 2024年７月１日 

 至 2025年６月30日) 

売上高 ※１ 126,029 ※１ 130,431 

売上原価 44,246 41,267 

売上総利益 81,783 89,163 

販売費及び一般管理費 ※２ 90,399 ※２ 103,289 

営業損失（△） △8,616 △14,126 

営業外収益     

  補助金収入 1,773 750 
 助成金収入 580 － 
  その他 63 928 
  営業外収益合計 2,417 1,678 

営業外費用   

  支払利息 191 466 
  その他 392 － 
  営業外費用合計 584 466 

経常損失（△） △6,784 △12,913 

税引前当期純損失（△） △6,784 △12,913 

法人税、住民税及び事業税 70 73 

法人税等調整額 △77 △3,293 

法人税等合計 △7 △3,220 

当期純損失（△） △6,776 △9,693 
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【売上原価明細書】 

 

区分 
注記 

番号 

前事業年度 

（自 2023年７月１日 

至 2024年６月30日） 

当事業年度 

（自 2024年７月１日 

至 2025年６月30日） 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

Ⅰ 経費      

外注費  41,620 94.1 38,603 93.5 

その他  2,625 5.9 2,664 6.5 

当期売上原価  44,246 100.0 41,267 100.0 

 

  



35 
 

③【株主資本等変動計算書】 

前事業年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日） 

（単位：千円） 

 株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 
合計 資本準備金 

資本剰余金 
合計 

その他利益 
剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益 
剰余金 

当期首残高 4,321 3,811 3,811 708 708 8,841 8,841 

当期変動額        

当期純損失
（△） 

   △6,776 △6,776 △6,776 △6,776 

当期変動額合計 － － － △6,776 △6,776 △6,776 △6,776 

当期末残高 4,321 3,811 3,811 △6,067 △6,067 2,065 2,065 

 

当事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日） 

（単位：千円） 

 株主資本 

純資産合計 
資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本 
合計 資本準備金 

資本剰余金 
合計 

その他利益 
剰余金 利益剰余金

合計 繰越利益 
剰余金 

当期首残高 4,321 3,811 3,811 △6,067 △6,067 2,065 2,065 

当期変動額        

当期純損失
（△） 

   △9,693 △9,693 △9,693 △9,693 

当期変動額合計 － － － △9,693 △9,693 △9,693 △9,693 

当期末残高 4,321 3,811 3,811 △15,760 △15,760 △7,627 △7,627 
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円) 

   
前事業年度 

(自 2023年７月１日 

 至 2024年６月30日) 

当事業年度 

(自 2024年７月１日 

 至 2025年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー     

  税引前当期純損失（△） △6,784 △12,913 
  減価償却費 2,426 2,396 
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △58 － 
 補助金収入 △1,773 △750 
 助成金収入 △580 － 
  支払利息 191 466 
  売上債権の増減額（△は増加） △4,410 178 
  前払費用の増減額（△は増加） △79 △971 
 前渡金の増減額（△は増加） 97 1,650 
 未収入金の増減額（△は増加） 628 △383 
 長期前払費用の増減額（△は増加） 231 △260 
  仕入債務の増減額（△は減少） 153 271 
 未払金の増減額（△は減少） 2,596 △1,310 
 未払費用の増減額（△は減少） 2,951 △2,081 
 未払消費税等の増減額（△は減少） 3,428 △2,275 
 前受金の増減額（△は減少） － 660 
 その他 71 △152 
  小計 △908 △15,474 
  利息の支払額 △191 △466 
  法人税等の支払額 △332 △70 
 補助金の受取額 1,773 750 
  助成金の受取額 580 － 
 その他 0 17 
  営業活動によるキャッシュ・フロー 921 △15,242 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

  有形固定資産の取得による支出 △231 △120 
 敷金及び保証金の差入による支出 △20 △16 
 投資活動によるキャッシュ・フロー △251 △136 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
 短期借入金の純増減額（△は減少） － 13,000 
 長期借入による収入 39,000 － 
 長期借入金の返済による支出 △16,995 △9,232 
 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,005 3,768 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 22,674 △11,611 

現金及び現金同等物の期首残高 14,146 36,821 

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 36,821 ※ 25,210 
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【注記事項】 

（重要な会計方針） 

１．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

工具、器具及び備品 ４年 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。 

 

２．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 

３．収益及び費用の計上基準 

 当社の展開するマーケティング DX事業は、マーケティング施策の運用代行を行う実働型支援や、内製

化支援のサービスを提供しております。このうち実働型支援の大部分及び内製化支援サービスは、顧客

との契約期間にわたり継続して役務の提供を行うことで履行義務を充足するものであるため、契約期間

にわたり収益を認識しております。また、実働型支援の一部においては、顧客からの発注に基づき制作

した成果物を納品し、顧客が検収した時点で履行義務を充足したものとして収益を認識しております。 

 

４．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

（重要な会計上の見積り） 

１．繰延税金資産の回収可能性 

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額 

（単位：千円） 

 前事業年度 当事業年度 

繰延税金資産 92 3,385 

 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

繰延税金資産については、将来の事業計画に基づく課税所得を合理的に見積り、回収可能性があると 

判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。 

将来において課税所得の見積りの基礎となる事業環境等の変化により、課税所得の見積りに変化が生

じた場合は、翌事業年度の財務諸表に影響を与える可能性があります。 

 

２．固定資産の減損 

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額 

（単位：千円） 

 前事業年度 当事業年度 

有形固定資産 173 146 

無形固定資産 8,062 5,812 

減損損失 ― ― 
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(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報 

当社は、単一の事業を営んでおり、管理会計上の区分及び投資の意思決定は事業全体で行っているこ

とから、全社を最小の単位としてグルーピングをしております。 

減損の兆候があると認められる資産又は資産グループについては、割引前将来キャッシュ・フローの

総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定し、減損損失の認識が必要と判

定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上いたしますが、

前事業年度及び当事業年度において減損損失は認識しておりません。 

割引前将来キャッシュ・フローは将来の事業計画に基づいて見積られますが、当該事業計画の策定の前

提となる重要な仮定には、新規顧客の獲得数や既存顧客の継続率等が含まれます。当該見積り及び仮定

について、将来の不確実な経済条件の変動等により見直しが必要となった場合は、翌事業年度の財務諸

表に影響を与える可能性があります。 

 

（未適用の会計基準等） 

 ・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日） 

 ・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日） 

 ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正 

 

(1) 概要 

 国際的な会計基準と同様に、借手のすべてのリースについて資産・負債を計上する等の取扱いを定めるも

の。 

 

(2) 適用予定日 

 2028年６月期の期首より適用予定であります。 

 

(3) 当該会計基準等の適用による影響 

 「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり

ます。 

 

（貸借対照表関係） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額 

  
前事業年度 

（2024年６月30日） 
当事業年度 

（2025年６月30日） 

有形固定資産の減価償却累計額 869千円 1,015千円 

 

（損益計算書関係） 

※１ 顧客との契約から生じる収益 

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりませ

ん。顧客との契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約

から生じる収益を分解した情報」に記載しております。 

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度43％、当事業年度44％、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は前事業年度57％、当事業年度56％であります。 

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
前事業年度 

（自 2023年７月１日 
至 2024年６月30日） 

当事業年度 
（自 2024年７月１日 
至 2025年６月30日） 

役員報酬 15,720千円 14,370千円 

給料手当 24,010 28,802 
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外注費 11,667 8,144 

支払報酬料 14,552 25,826 

減価償却費 176 146 

貸倒引当金繰入額 △58 ― 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 2023年７月１日  至 2024年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
当事業年度 

期首株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 1,030,890 ― ― 1,030,890 

合計 1,030,890 ― ― 1,030,890 

自己株式     

普通株式 ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
当事業年度 

期首株式数(株) 

当事業年度 

増加株式数(株) 

当事業年度 

減少株式数(株) 

当事業年末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 1,030,890 ― ― 1,030,890 

合計 1,030,890 ― ― 1,030,890 

自己株式     

普通株式 ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとおりで

あります。 

 
前事業年度 

(自 2023年７月１日 

至 2024年６月30日) 

当事業年度 

(自 2024年７月１日 

至 2025年６月30日) 

現金及び預金勘定 36,821千円 25,210千円 

現金及び現金同等物 36,821 25,210 
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（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融機関

からの借入及び新株発行による方針であります。また、デリバティブ取引に関しては行わない方針であ

ります。 

(２)金融商品の内容及びそのリスク 

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。 

営業債務である買掛金等は、そのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。 

長期借入金は主に運転資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で７年後であり

ます。 

(３)金融商品に係るリスク管理体制 

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理 

営業債権である売掛金等については、経常的に発生しており、担当者が所定の手続きに従い、取引

先の信用状況を定期的にモニタリングするとともに、取引先ごとに債権回収の状況を管理することに

より、支払遅延の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。 

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

該当事項はありません。 

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理 

買掛金及び未払金等については月次単位での支払予定を把握するとともに、手元流動性の維持など

により流動性リスクを管理しております。 

(４)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。「現金及び預金」、「売

掛金」、「未収入金」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「未払費用」、「未払法人税等」、「未払消費税等」

は現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を

省略しております。 

 

前事業年度（2024年６月30日） 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 40,192 39,549 △642 

負債計 40,192 39,549 △642 

 

当事業年度（2025年６月30日） 

 
貸借対照表計上額 

(千円) 

時価 

（千円） 

差額 

（千円） 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 30,960 30,309 △650 

負債計 30,960 30,309 △650 
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（注）１．金銭債権の決算日後の償還予定額 

前事業年度（2024年６月30日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 36,821 ― ― ― 

売掛金 13,136 ― ― ― 

未収入金 663 ― ― ― 

合計 50,621 ― ― ― 

 

当事業年度（2025年６月30日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 25,210 ― ― ― 

売掛金 12,958 ― ― ― 

未収入金 1,046 ― ― ― 

合計 39,214 ― ― ― 

 

２．長期借入金の決算日後の返済予定額 

前事業年度（2024年６月30日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

２年以内 

（千円） 

２年超 

３年以内 

（千円） 

３年超 

４年以内 

（千円） 

４年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

（千円） 

長期借入金（１年内返済

予定を含む） 
6,929 6,696 6,696 5,651 5,230 8,990 

合計 6,929 6,696 6,696 5,651 5,230 8,990 

 

当事業年度（2025年６月30日） 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

２年以内 

（千円） 

２年超 

３年以内 

（千円） 

３年超 

４年以内 

（千円） 

４年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

（千円） 

長期借入金（１年内返済

予定を含む） 
5,580 5,580 5,580 5,230 3,480 5,510 

合計 5,580 5,580 5,580 5,230 3,480 5,510 

 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 
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時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

 

(１) 時価で貸借対照表に計上している金融商品 

該当事項はありません。 

 

(２) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

前事業年度（2024年６月30日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金（１年内返済
予定を含む） 

－ 39,549 － 39,549 

負債計 － 39,549 － 39,549 

 

当事業年度（2025年６月30日） 

区分 
時価（千円） 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

長期借入金（１年内返済
予定を含む） 

－ 30,309 － 30,309 

負債計 － 30,309 － 30,309 

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

長期借入金（１年内返済予定を含む） 

元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を元に、割引現在価値法により

算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 
前事業年度 

（2024年６月30日） 
 

 

当事業年度 
（2025年６月30日） 

繰延税金資産     

税務上の繰越欠損金（注）２ 2,160千円  6,165千円 

その他 9  553 

繰延税金資産小計 2,169  6,719 

評価性引当額（注）１、２ △2,077  △3,333 

繰延税金資産合計 92  3,385 

繰延税金負債合計 －  － 

繰延税金資産の純額 92  3,385 

（注）１．評価性引当額が 1,256 千円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金によるも

のであります。 

２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額 

前事業年度（2024年６月30日） 

 １年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

合計 
（千円） 

税務上の 

繰越欠損金 ※１ 
－ － － － － 2,160 2,160 

評価性引当額 － － － － － △2,077 △2,077 

繰延税金資産 － － － － － 82 ※２ 82 
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当事業年度（2025年６月30日） 

 １年以内 
（千円） 

１年超 
２年以内 
（千円） 

２年超 
３年以内 
（千円） 

３年超 
４年以内 
（千円） 

４年超 
５年以内 
（千円） 

５年超 
（千円） 

合計 
（千円） 

税務上の 

繰越欠損金 ※１ 
－ － － － － 6,165 6,165 

評価性引当額 － － － － － △3,333 △3,333 

繰延税金資産 － － － － － 2,831 ※２ 2,831 

※１．税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。 

２．税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、将来の課税所得が見込まれることから一部を回収可能と判断

しております。 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目 

前事業年度及び当事業年度は、税引前当期純損失であるため記載を省略しております。 

 

（収益認識関係） 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

前事業年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日） 

（単位：千円） 

 マーケティング DX事業 

一時点で移転される財又はサービス 3,000 

一定の期間にわたり移転される財又はサ

ービス 
123,029 

顧客との契約から生じる収益 126,029 

その他の収益 ― 

外部顧客への売上高 126,029 

 

当事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日） 

（単位：千円） 

 マーケティング DX事業 

一時点で移転される財又はサービス 1,460 

一定の期間にわたり移転される財又はサ

ービス 
128,971 

顧客との契約から生じる収益 130,431 

その他の収益 ― 

外部顧客への売上高 130,431 
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２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「注記事項（重要な会計方

針）３．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。 

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事

業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時

期に関する情報 

(１)契約資産及び契約負債の残高等 

（単位：千円） 

 前事業年度 当事業年度 

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 8,726 13,136 

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 13,136 12,958 

 

(２)残存履行義務に配分した取引価格 

当社は、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、

残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、

取引価格に含まれていない重要な金額はありません。 
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（セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

当社は、マーケティング DX事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【関連情報】 

前事業年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の 90％を超えるため、記載

を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、

記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 関連するセグメント名 

株式会社ワイズマン 13,200 マーケティングDX事業 

 

当事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の 90％を超えるため、記載

を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

(１)売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

(２)有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90％を超えるため、

記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の名称又は氏名 売上高（千円） 関連するセグメント名 

株式会社ワイズマン 14,000 マーケティングDX事業 

 

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】 

前事業年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日） 

該当事項はありません。 
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【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】 

前事業年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】 

前事業年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

【関連当事者情報】 

前事業年度（自 2023年７月１日 至 2024年６月30日） 

財務諸表提出会社の役員 

種類 
会社等の名

称又は氏名 
所在地 

資本金又

は出資金 

（千円） 

事業の内容

又は職業 

議決権の

所有(被所

有)割合

(％) 

関連当事者

との関係 

取引の内

容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 

期末 

残高 

(千円) 

役員 天野 央登 ― ― 
当社代表 

取締役社長 

(被所有) 

間接 

98.9 

債務被保証 

 

債務被保証 

（注） 

3,512 ― ― 

（注）当社の金融機関からの借入に対して、債務保証を受けております。債務被保証の取引金額については、

期末残高を記載しております。なお、代表取締役社長天野央登への保証料の支払は行っておりません。

また、当該債務被保証については、2024年９月に解消しております。 

 

当事業年度（自 2024年７月１日 至 2025年６月30日） 

財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 
前事業年度 

(自 2023年７月１日 
 至 2024年６月30日) 

当事業年度 
(自 2024年７月１日 
至 2025年６月30日) 

１株当たり純資産額 2.00円 △7.40円 

１株当たり当期純損失（△） △6.57円 △9.40円 

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 
２．１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 2023年７月１日 
至 2024年６月30日) 

当事業年度 
(自 2024年７月１日 
至 2025年６月30日) 

当期純損失 (△)(千円) △6,776 △9,693 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 

普通株式に係る当期純損失(△) 
(千円) 

△6,776 △9,693 

普通株式の期中平均株式数(株) 1,030,890 1,030,890 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

該当事項はありません。 

 

【有形固定資産等明細表】 

資産の 

種類 

当期首残高 

(千円) 

当期増加額 

(千円) 

当期減少額 

(千円) 

当期末残高 

(千円) 

当期末減価 

償却累計額 

又は償却累 

計額 

(千円) 

当期償却額 

(千円) 

差引当期末 

残高 

(千円) 

有形固定資産        

工具、器具及び備品 1,042 120 ― 1,162 1,015 146 146 

有形固定資産計 1,042 120 ― 1,162 1,015 146 146 

無形固定資産        

ソフトウエア 11,250 ― ― 11,250 5,437 2,250 5,812 

無形固定資産計 11,250 ― ― 11,250 5,437 2,250 5,812 

長期前払費用 ― 604 ― 604 343 343 260 

 

【社債明細表】 

該当事項はありません。 

 

【借入金等明細表】 

区分 当期首残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

短期借入金 － 13,000 2.2 － 

１年以内に返済予定

の長期借入金 
6,929 5,580 0.7 － 

長期借入金 

(１年以内に返済予

定のものを除く) 

33,263 25,380 0.6 2026年～2032年 

合計 40,192 43,960 － － 

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内 

(千円) 
３年超４年以内 

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 5,580 5,580 5,230 3,480 

 

【引当金明細表】 

該当事項はありません。 
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【資産除去債務明細表】 

該当事項はありません。 

 

 

（２）【主な資産及び負債の内容】 

１ 流動資産 

①現金及び預金 

区分 金額(千円) 

預金  

普通預金 25,210 

合計 25,210 

 

②売掛金  

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

株式会社ワイズマン 2,090 

株式会社ジェイアンドユー 935 

株式会社a general studio 825 

株式会社JAFメディアワークス 825 

株式会社リンクス 825 

その他 7,458 

合計 12,958 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況     

当期首残高 

（千円） 

当期発生高 

（千円） 

当期回収高 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 
回収率（％） 滞留期間（日） 

(A) (B) (C) (D) 
(C) × 100 

(A)＋(B)     
 

(A)＋(D) 

２ 

(B) 

366 
 

13,136 142,664 142,843 12,958 91.7 33 

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。 
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③前払費用 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

株式会社SoLabo 742 

Entrepreneurs' Organization 386 

NOTION LABS, INC 321 

一般社団法人EO Kyushu 300 

HUBSPOT JAPAN LTD 241 

その他 1,032 

合計 3,022 

 

 

２ 流動負債 

①買掛金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

ONEDAYS株式会社 792 

シジジーズ株式会社 250 

株式会社メディコレ 211 

坂野瑠璃 200 

柴田真帆 185 

その他 2,518 

合計 4,156 
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②未払金 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

American Express International, Inc. 2,432 

株式会社ゼンシン 432 

日本年金機構 400 

株式会社UPSIDER 212 

株式会社ファイブドライブ 55 

その他 1 

合計 3,532 

 

③未払費用 

相手先別内訳 

相手先 金額(千円) 

ギョータク株式会社 520 

シンクインク株式会社 422 

株式会社SMBC信託銀行 176 

東京労働局 176 

福岡証券取引所 132 

その他 3,310 

合計 4,736 

 

 

（３）【その他】 

該当事項はありません。 
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第７【外国為替相場の推移】 

該当事項はありません。 
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第８【発行者の株式事務の概要】 

事業年度 毎年７月１日から翌年６月30日まで 

定時株主総会 毎事業年度終了後３か月以内 

基準日 ６月30日 

株券の種類 ― 

剰余金の配当の基準日 12月31日、６月30日 

１単元の株式数 100株 

株式の名義書換え 

 

取扱場所 

 

株主名簿管理人 

 

取次所 

 

名義書換手数料 

 

新券交付手数料 

 

 

東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

― 

 

無料 

 

― 

単元未満株式の買取り 

 

取扱場所 

 

株主名簿管理人 

 

取次所 

 

買取手数料 

 

 

東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

東京都千代田区丸の内一丁目３番２号 

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 

― 

 

無料 

公告掲載方法 

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ

る公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。 

公告掲載 URL https://techro.co.jp/ 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

（注）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな

い旨を定款に定めております。 

会社法第189条第２項各号に掲げる権利 

会社法第166条第１項の規定による請求をする権利 

株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利 

株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利 
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第二部【特別情報】 

第１【外部専門家の同意】 

該当事項はありません。 

 



独立監査人の監査報告書 

2025年９月29日 

テクロ株式会社 

取締役会  御中 

 

 

 

 

 

 

 

 

監査意見 

当監査法人は、証券会員制法人福岡証券取引所の特定上場有価証券に関する有価証券上場規

程の特例第127条第３項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられてい

るテクロ株式会社の2024年７月１日から2025年６月30日までの第９期事業年度の財務諸表、

すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、

重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。  

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠して、テクロ株式会社の2025年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終

了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正

に表示しているものと認める。  

  

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。  

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、発行者情報に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、

監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の

執行を監視することにある。 

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、

当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお

いて、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な

相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に

重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した

場合には、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 

 

 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表

 

  愛知県名古屋市 

代 表 社 員 
業務執行社員 

公認会計士 
 
新開 智之 

 
   

   

   

代 表 社 員 
業務執行社員 

 

公認会計士 
 

寺島 洋希 
 

 



示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及

び運用することが含まれる。  

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成するこ

とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責

任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す

ることにある。  

  

財務諸表監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤

謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において

独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬に

より発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を

与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。  

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程

を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示

リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断

による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、

監査に関連する内部統制を検討する。 

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた

会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、

入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状

況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起

すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸

表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告

書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。 

・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計

の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構

成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうか

を評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別

した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められてい

るその他の事項について報告を行う。 

監査人は、監査役に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵

守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要

因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する

ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利

害関係はない。  

 

以  上  


